
国立研究開発法人国立がん研究センター契約事務取扱細則の一部を改定する細則 

 

細則 

 

国立研究開発法人国立がん研究センター契約事務取扱細則（平成２２年４月１日細則第

３号）の一部を次のように改定する。 

 

第１７条中「１００万円」を「２００万円」に改める。 

 

第１８条第１号中「１５０万円」を「２５０万円」に、「２００万円」を「３５０万円」

に改める。 

 

第２４条第１号中「５００万円」を「８００万円」に改める。 

第２４条第２号中「３００万円」を「５００万円」に改める。 

第２４条第３号中「１６０万円」を「３００万円」に改める。 

第２４条第４号中「１００万円」を「２００万円」に改める。 

第２４条第５号中「５０万円」を「１００万円」に改める。 

第２４条第６号中「２００万円」を「３５０万円」に改める。 

 

第３０条第２号中「２５０万円」を「４００万円」に改める。 

第３０条第３号中「１６０万円」を「３００万円」に改める。 

第３０条第４号中「８０万円」を「１５０万円」に改める。 

第３０条第５号中「５０万円」を「１００万円」に改める。 

第３０条第６号中「３０万円」を「５０万円」に改める。 

第３０条第７号中「１００万円」を「２００万円」に改める。 

 

第３７条中「１００万円」を「２５０万円」に改める。 

 

第４３条中「１００万円」を「２００万円」に、「８０万円」を「１５０万円」に改める。 

 

 

附則 

 

（施行期日） 

第１条 この規程は、２０２５年５月１日から施行する。 

  



理由 

 

予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）の改正等に伴い、「独立行政法人整理

合理化計画」（平成１９年１２月２４日閣議決定）にもとづき、国立研究開発法人国立がん

研究センター契約事務取扱細則（平成２２年４月１日細則第３号）第１７条に規定する委託

契約の場合の再委託の制限、第１８条に規定する契約書の記載事項、第２４条に規定する指

名競争に付することができる場合、第３０条に規定する随意契約によることができる場合、

第３７条に規定する予定価格の作成、第４３条に規定する契約に係る情報の公開を改定す

る必要がある。 

 


